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関係法令 

 

 

甲賀市交通安全対策条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、総合的かつ効果的な交通安全対策を推進するための必要な事項

を定め、もって交通安全の保持を図ることを目的とする。 

（対策事業） 

第２条 市長は、交通安全を保持するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 交通事故防止のための調査研究に関すること。 

（２） 交通安全の指導育成に関すること。 

（３） 交通安全の広報宣伝に関すること。 

（４） 交通安全施設の設置に関すること。 

（５） 交通危険箇所の改善に関すること。 

（６） その他交通安全の保持に関し必要と認めること。 

（交通安全対策会議） 

第３条 交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第１８条第１項の規定に

基づき、甲賀市交通安全対策会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（会議の所掌事項） 

第４条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 甲賀市交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合

的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の推進に関すること。 

（会議の委員） 

第５条 会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 会議の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 国及び県の関係行政機関の職員 

（２） 甲賀市管内の関係行政機関の職員 

（３） 市長が指名する職員 

（４） その他市長が適当と認める者 

（関係者の出席） 

第６条 会議に特別な事項を審議させるため、必要があるときは、前条以外の関係者

を出席させることができる。 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 
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第８条 会議に会長及び副会長それぞれ１人を置き、会長は委員の互選により選出し、

副会長は委員のうちから会長が指名する。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議の運営） 

第９条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長になる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

（庶務） 

第１０条 会議の庶務は、市民環境部において処理する。 

（規則への委任） 

第１１条 第３条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、運営その他必要な

事項は、規則で定める。 

（交通安全の日） 

第１２条 交通安全運動の強化を図るため、毎月１日及び１５日を交通安全の日とす

る。 

（交通指導員） 

第１３条 交通安全の指導及び啓発を行うため、交通指導員を置く。 

２ 交通指導員は、市職員その他適当と認める者のうちから市長が任命する。 

（交通指導員の職務） 

第１４条 交通指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 交通事故を防止するため、街頭において歩行者の安全通行に必要な指導を

行うこと。 

（２） 自転車の安全な通行を指導すること。 

（３） 交通安全意識の高揚を図るため、広報活動に従事すること。 

（４） 学童、園児等の交通安全教育の実施に協力すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、交通安全施策の推進に関すること。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

付 則（平成１９年条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２３年条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年条例第３６号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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交通安全基本法【抜粋】 

 

(市町村交通安全計画等) 

第二十六条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交

通安全計画を作成するよう努めるものとする。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通

安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び

関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。 

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大

綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市

町村が講ずべき施策に関する計画(以下「市町村交通安全実施計画」という。)を作

成するよう努めるものとする。この場合において、市町村交通安全実施計画は、都

道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。 

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成した

ときは、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画

を都道府県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速

やかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市

町村交通安全実施計画の変更について準用する。 

 

 


